
随意契約による土地の売却について 
 

 

 島根県では、益田市多田町にある下記土地を売却するため一般競争入札を実施しましたが、入札参加者がなく、不落札

となりました。 

 つきましては、下記のとおり随意契約を受け付けますので、契約を希望される方は必要書類の提出をお願いします。 

 

記 

１ 売払物件の表示等 

（１）物件名 元益田高等学校（寄宿舎） 

【土地】 

区 分 地 目 所 在 地 面積（公簿・実測） 

土地 
学校用地（公簿） 

宅地見込地（現況） 
益田市多田町８１番１ 

２，５５７㎡（公簿） 

２，５５７．５１㎡（実測） 

 

（２）物件の概要及び状況 下記７の場所に備え付ける物件概要及び物件状況確認書（告知書）に記載のとおり。 

 

２ 予定価格について 

予定価格（最低価格） 金７，９３０，０００円 

（入札を設定した日時 令和２年１２月２３日（水）１４時００分（入札申込がなかったため入札不実施。）） 

 

３ 売却方法について 

予定価格以上の価格で、随意契約により売却することが可能です。 

  （地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号） 

 

４ 随意契約について 

（１）提出書類 

①普通財産譲渡申請書（公有財産の取得、管理及び処分に関する規則（平成６年１月２８日島根県規則第１号 様式第

１６号）、以下「申請書」と記載します。） 

  ②身分証明書（法人の場合は登記事項証明書） 

③島根県税に未納がないことの証明書 

④消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 

⑤入札参加資格に関する誓約書 

 

詳細は下記７の場所に備え付ける入札参加案内に記載しています。 

（２）提出方法 

文書による申請書等の提出が必要（持参又は郵送）です。（電子メール、FAX、電話等による申請は受け付けません。）

郵送による場合は、書留又は簡易書留としてください。 

（３）提出先 

 〒６９０－８５０１ 

松江市殿町１番地 島根県総務部管財課 財産活用推進室 公有財産グループ 

（４）申請書等の受付 

①申請書等は先着順で受け付けます。 

②申込みが同時に行なわれたと認められる場合は、当課職員の抽選により申込み順を決定します。 

③申請書等に不備等があった場合は、県から申請者に連絡しますので、指定する期間内に書類の補正等を行ってくだ 

さい。書類の補正等が完了した時は、申請書等が当初県に到達した日に遡って受け付けることとします。 

（５）申請書等の受付期限 

次回の一般競争入札による処分手続きを開始するまで。 

   ただしこの期限は、予告しないで繰り上げる場合があります。（一般競争入札による処分手続き開始前でも、随意契

約の申請受付を終了する場合があります。） 

なお、繰り上げに係る文書掲示、島根県のホームページへの掲載は行いません。 

（６）その他 

申請書等を受け付けた後、見積書の提出、契約保証金の納付、契約書の調製等の手続きが必要です。 

 

５ 申請書の提出制限 

次の方は、申請書等の提出はできません。 

①当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 



②地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定のいずれかに該当すると認めたときから３年を経過しない者、ま

た、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

③島根県税について未納の徴収金がある者 

④消費税及び地方消費税について未納の税額がある者 

⑤地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３の規定に該当する者 

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号から第４号及び第６号の規 

   定に該当する者 

⑦無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条に規定する観察処分を受 

   けた団体 

⑧入札参加に関して、県から指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者 

 

６ 一般競争入札に係る手続きの準用 

随意契約による売却手続きは、入札にかかる手続きに準じて行います。この手続きについては、下記７の場所に備え付

ける入札参加案内に記載しています。 

 

７ 問い合わせ先、物件概要及び物件状況確認書（告知書）及び入札参加案内（契約条項等を含む。）を備え付ける場所 

松江市殿町１番地 島根県総務部管財課 財産活用推進室 公有財産グループ （TEL 0852-22-6416） 

 

令和２年１２月２５日 

 

※この掲示に係る情報は、島根県のホームページに掲載しています。 

島根県ホームページ＞組織情報＞総務部 管財課＞未利用県有地の売却について＞すぐに購入できる物件 

 

（以下余白） 



令和  年  月  日 

 

  島 根 県 知 事 様 

 

 申請者 住所                   

 

                      氏名              印 

 

普通財産譲渡申請書 

 

 下記のとおり普通財産を譲渡していただきたく、関係書類を添えて申請します。 

記 

譲

渡

を

希

望

す

る

財

産 

口 座 名  元益田高等学校（寄宿舎） 

所 在 地  益田市多田町８１番１ 

種 類 土地 

構 造 又 は

地 目 
学校用地（公簿） 
宅地見込地（現況） 

数 量 
土地 面 積 ２，５５７㎡（公簿） 

２，５５７．５１㎡（実測） 

使 用 目 的 
  

譲 渡 希 望 価 額  別途、見積書を提出する。 

そ の 他 必 要 事 項  

添 付 書 類 

(1) 身分証明書（但し法人にあっては登記事項証明書） 
(2) 県税の未納の徴収金がない旨の証明書 
(3) 未納の消費税額及び地方消費税額が無い旨の証明書 
(4) 入札参加資格に関する誓約書 

 

連絡先               

 

               



見  積  書 

 

 

十億 

 

億 千万 

 

 

百万 

 

 

十万 

 

 

万 

 

 

千 

 

 

百 

 

 

十 

 

 

円 

 

 

 

   ただし、元益田高等学校（寄宿舎） 

       益田市多田町８１番１ 

       【土地】２，５５７㎡（公簿） 

           ２，５５７．５１㎡（実測） 

 

 

 上記のとおり、島根県会計規則（昭和３９年島根県規則第２２号）その他現地等を承

知のうえ見積りします。 

 

  令和  年  月  日 

 

  島 根 県 知 事 様 

 

 

住所                   

 

 

氏名                   

 

 

注１ 見積金額の記載は算用数字を使用し、最初の数字の前に「￥」を記入してください。 

注２ 法人の場合は、法人の本店所在地、法人名、代表者氏名を記載してください。



土地売却公告

島根県では、益田市多田町にある島根県の土地を、一般競争入札により売却することとしました。購入を希望される方は、

下記事項を参考の上ご参加く ださい。

なお、 入札に参加される方は、 この公告及びこの公告に記載し所定の場所に備え付ける物件概要及び物件状況確認書（ 告

知書） 及び入札参加案内（ 契約条項等を含む。 ） に記載する事項を承知及び承諾のう え参加するものと見なしますので、 ご

留意く ださい。

令和２ 年１ １ 月１ ７ 日

島根県知事 丸山 達也

記

１ 売払物件の表示等

（ １ ） 物件名 元益田高等学校（ 寄宿舎）

【 土地】

区 分 地 目 所 在 地 面積（ 公簿・ 実測）

土地
学校用地（ 公簿）

宅地見込地（ 現況）
益田市多田町８ １ 番１

２ ５ ５ ７ ㎡（ 公簿）

２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

（ ２ ） 物件の概要及び状況

下記１ １ の場所に備え付ける物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） に記載のとおり。

入札参加の検討にあたって、 物件について調査を希望される方は、 入札参加案内をご覧く ださい。

なお、 落札者には、 契約に先立って物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） に、 当該告知を受けた旨署名又は記名・

押印していただく 必要があります。

２ 予定価格（ 最低入札価格） 金 ７ ， ９ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円

３ 入札事前説明会

入札参加を希望される方はご参加く ださい。

物件について説明のう え、 物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） により物件状況の告知を行います。

あわせて、 入札及び契約に関する説明を行います。

（ １ ） 日 時 令和２ 年１ ２ 月１ 日（ 火） １ ４ 時０ ０ 分から

（ ２ ） 場 所 現地で説明した後、 会議室（ 益田市昭和町１ ３ －１ 益田合同庁舎第４ 会議室） へ移動します。

※入札事前説明会に参加される場合、 説明日の前日の正午までに島根県総務部管財課財産活用推進室公有財産グループ

（ TEL 0852-22-6416） まで、 ご連絡く ださい。 参加者があることを確認したう えで現地にて事前説明を実施します。

※入札事前説明会に参加されることが入札参加要件ではありませんが、 参加されなかったことによる不利益は入札参加

者に帰します。

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては日程を変更する可能性があります。

４ 入札参加申込

入札参加を希望される方は、 必ず参加申込を行ってく ださい。

（ １ ） 申込期限 令和２ 年１ ２ 月１ ５ 日（ 火） １ ７ 時１ ５ 分（ 必着） までに以下の書類を提出してく ださい。

①入札参加申込書

②【 個人】 本籍地の市町村長が発行する身分証明書

【 法人】 法務局が発行する現在事項全部証明書

③島根県の各県民センター所長又は隠岐支庁長が発行する「 未納の徴収金がない旨の証明書」

④納税地を所管する税務署長が発行する「 未納の消費税額及び地方消費税額がない旨の証明書」

⑤入札参加資格に関する誓約書

（ ２ ） 申 込 先 〒690-8501 松江市殿町１ 番地 島根県総務部管財課 財産活用推進室 公有財産グループ

５ 入札及び開札

（ １ ） 日 時 令和２ 年１ ２ 月２ ３ 日（ 水） １ ４ 時０ ０ 分から

但し、 入札保証金の収受がありますので、 上記日時の３ ０ 分前に会場へお越しく ださい。

（ ２ ） 場 所 益田市昭和町１ ３ －１ 益田合同庁舎第３ 会議室

（ ３ ） 落札者の決定 入札終了後、 即時開札し、 予定価格以上の価格であって最高価格を入札された方を落札者とします。

（ ４ ） 注意事項 郵便による入札はできません。

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては日程を変更する可能性があります。

６ 入札に参加できない者

（ １ ） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

（ ２ ） 地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の４ 第２ 項各号の規定のいずれかに該当すると認めたときから３ 年を経過しない者、 ま

た、 その者を代理人、 支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

（ ３ ） 島根県税について未納の徴収金がある者

（ ４ ） 消費税及び地方消費税について未納の税額がある者

（ ５ ） 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ３ ８ 条の３ の規定に該当する者

（ ６ ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３ 年法律第７ ７ 号） 第２ 条第２ 号から第４ 号及び第６ 号の規

定に該当する者

（ ７ ） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（ 平成１ １ 年法律第１ ４ ７ 号） 第５ 条に規定する観察処分を受

けた団体



（ ８ ） 入札参加に関して、 県から指名停止の措置を受け、 入札日においてその措置の期間が継続中の者

７ 無効となる入札

前項に掲げる者が行った入札及び島根県会計規則（ 昭和３ ９ 年島根県規則第２ ２ 号） 第６ ３ 条の各号に該当する入札

８ 入札保証金

（ １ ） 入札参加者は、 入札金額の１ ０ ０ 分の５ 以上の現金、 または銀行が振出し、 若しく は支払保証をした小切手を、 入札

当日の入札開始前に納付または提供してく ださい。

（ ２ ） 落札者の入札保証金は契約保証金の一部に充当することができます。 なお、 落札者が契約を締結しない場合は返還し

ません。

（ ３ ） 落札者以外の入札保証金は入札終了後に返還します。

９ 契約保証金

落札者は、 契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上の現金を契約前に納付してく ださい。 （ 契約保証金は売買代金の一部に充当

します。 ）

１ ０ その他入札及び契約等については、 下記１ １ の場所に備え付ける入札参加案内に記載のとおり とします。

１ １ 物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） 及び入札参加案内（ 契約条項等を含む。 ） を備え付ける場所

松江市殿町１ 番地 島根県総務部管財課財産活用推進室 公有財産グループ（ TEL 0852-22-6416）

益田市昭和町１ ３ －１ 島根県西部県民センター益田事務所（ TEL 0856-31-9510）

（ なお、 この公告に係る情報は、 島根県のホームページに掲載しています。 （ 島根県ホームページ＞入札情報＞管財課） ）

（ 以下余白）



【 土地】

物 件 名

画地の所在

地 積 地　 目
学校用地　 （ 公簿）
宅地見込地（ 現況）

予定価格
（ 最低入札価格）

形 状 等

接面道路の幅員
及び周辺道路

用途地域

建ぺい率

容 積 率

電    気 公共下水道

上 水 道 都市ガス

交 通 条 件
公共・ 公益施設等

物件概要及び物件状況確認書（ 告知書）
（ 物件名 元益田高等学校（ 寄宿舎） ）

金　 ７ ， ９ ３ ０， ００ ０ 　 円

１ 物件概要

元益田高等学校（ 寄宿舎）

益田市多田町８１ 番１

2, 557㎡（ 公簿） 2, 557. 51㎡（ 実測）

  Ｊ Ｒ山陰本線「 益田」 駅の南東方約１ ． ８ ｋ ｍ(直線距離）

  間口約６ ８ ｍ、 奥行約５４ ～２ ０ｍのやや不整な台形状の画地である。

　 画地は東側接道（ 市道多田線） より低く なっており、 進入路を介して接面する。
（ 接道の有効幅員は約3. 4～4. 2ｍである。 有効幅員が４ ｍ無い部分はセット バックが必要
とされているが、 市道敷は法面を含めると４ ｍはあると考えられる。 ）

都 市 計 画 法
等 の 制 限

 非線引都市計画区域

指定なし

そ の 他

土砂災害警戒区域に南西の角部分がかかっ
ている。 （ 別添土砂災害警戒区域図参
照。 ）
益田市教育委員会での調査では本件地を含
め、 その周辺は周知の遺跡には指定されて
いない。 埋蔵文化財が存在する可能性は極
めて低いと判断される。

70%

200%

供 給 処 理
施 設 の 状 況

引込可
なし

（ 個別合併浄化槽対応）

引込可
(※敷地内引込無し。 )

なし
（ 個別プロパンガス対応）

１ 　 物件は、 現状有姿で引き渡します。
　 　 現況と図面等が相違している場合は、 現況が優先します。
　 　 敷地北側に樹木が２ 本あります。

２ 　 交通条件等は概ねの距離であり、 詳細は現地を直接ご確認く ださい。

３ 　 建築に当たっての法的規制の詳細は、 購入後の利用目的に応じて管轄官公署等に確認
してく ださい。

４ 　 購入後の土地利用に当たっての諸規制等については、 購入後の利用目的に応じ、 管轄
官公署等に確認してく ださい。

５ 　 コンクリート 構造物、 フェンス、 擁壁、 土留め、 排水路等の劣化度及び強度について
は、 調査しておらず不明です。 修理、 補修等を要する場合には買受人の責任と負担におい
てこれを行うものとします。

６ 　 上水道について
　 南方隣家前まで水道管が敷設されています。 そこから当該地への引込工事が必要となり
ます。 （ 本管径７ ５㎜）
   詳細は、 管轄官公署等に確認してく ださい。

７ 　 敷地内の残存物については「 物件状況確認書（ 告知書） ④敷地内残存物（ 旧建物基
礎・ 浄化槽・ 井戸等） 」 の欄に記載のとおりです。

その他の地下埋設物調査、 地盤調査及び土壌汚染調査は行っていまません。
万一、 地中埋設物や土壌汚染等があった場合の撤去、 改良等については買受人の責任と負
担において、 これを行うものとします。

　 入札参加の検討にあたって、 地下埋設物調査及び地盤調査等を希望される方は、 調査を
行うことができます。 詳しく は入札参加案内をご覧く ださい。

注　 意　 事　 項

【次頁に続く】



注　 意　 事　 項

８ 　 雨水排水について
（ １） 画地北側に雨水溝が設置されています。
（ ２） 現況で、 雨水排水が北側隣接地に自然排水されることについて、 所有者の口頭の了
解を得ています。
（ ３） また、 画地を埋め上げたり、 路盤等を施工する場合でも、 雨水排水については、 北
側隣接地に自然排水されることについて所有者の口頭の了解を得ています。
（ ４） ただし、 雨水排水でも排水経路（ 工作物） を設けて落とす場合は、 所有者と協議
し、 その了解が必要です。
（ ５） 北側隣接地所有者は雨水以外（ 生活排水等） を排水することを許容されない旨、 確
認しています。 このことを承知のうえ入札に参加してく ださい。
（ ６） 雨水排水を多田川に流すことは、 河川管理者（ 島根県益田県土整備事務所） に許可
をとったうえで、 可能です。 （ 河川構造物（ 護岸） に影響の無い方法で排水する必要があ
ります。 現況画地内に集水桝が1箇所設置されています。 これについては、 島根県総務部管
財課において占用許可を受けています。 占用許可は購入者に引継ぎます。 ）
  詳細は、 河川管理者に確認してく ださい。

９ 　 電柱について
敷地内に次のとおり電柱等が設置されています。 また電柱に架けられた電線が敷地上空を
通過しています。 この設置契約を引き継いでいただく 必要があります。
（ １） 中国電力　 本柱２ 本、 支線１ 条
　 　 　 　 　 　 　 　 契約期間平成29年4月1日から令和4年3月31日まで。
（ ２） NTT       本柱１本
　 　 　 　 　 　 　 　 契約期間平成29年4月1日から令和4年3月31日まで。



項 目

①境界確定の状況

②土壌汚染の可能性

③地盤の沈下、 軟弱

④敷地内残存物（ 旧建物基礎・
浄化槽・ 井戸等）

⑤騒音・ 振動・ 臭気等

⑥周辺環境に影響を及ぼすと思
われる施設等

⑦近隣の建築計画

⑧電波障害

⑨近隣との申し合わせ事項

⑩浸水等の被害

⑪事件・ 事故・ 火災等

⑫その他売主から買主へ引継ぐべき事項

　 本物件敷地内に電柱及び支線が設置されていますが、 県は現状有姿でこれらを引き渡
します。 買受人はこれを了承するものとし、 当該電柱に関する県と中国電力やＮＴ Ｔ と
の取り決め等を引き継ぐものとします。
  令和２年３ 月に益田川防災安全交付金(総流防)河川リフレッシュ工事により益田川下
流（ 益田市大谷町外地内） で採った土砂を搬入し、 盛土されたことにより、 現在の状態
となっています。
　 現況画地内に集水桝が1箇所設置されています。 これについては、 島根県総務部管財
課において占用許可を受けています。 占用許可は購入者に引継ぎます。
　 現況と図面等が相違している場合は現況を優先します。 県は現況有姿のままで買受人
に本物件を引き渡すものとします。
　 その他、 物件概要に記載した事項。

１ 　 物件については、 物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） のとおりです。 これらの内容を了解のうえ、
　 　 入札に参加してく ださい。

２ 　 購入者は、 契約に先立って物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） に、 署名又は記名・ 押印し提出して
　 　 いただく 必要があります。

３ 　 この物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） の記載内容を調査及び確認等した者は、 島根県総務部管財
　 　 課の担当職員です。
　 （ 島根県に属する他の職員まで含むものではありません。 ）
　 　 調査及び確認等した者が把握している事項について、 物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） に記載し
　 　 ています。

　 　 この物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） において、 不明としている事項、 調査していないとしてい
　 　 る事項、 確認していないとしている事項、 購入者において確認をお願いしている事項、 又は検証してい
　 　 ないとしている事項等について、 購入後に、 購入者にとって不利益となる事象が発生しても、 県はその
　 　 責任を負いません。

　 　 また、 県において把握していないため、 あるいは認識が及ばなかったため、 この物件概要及び物件状況
　 　 確認書（ 告知書） に記載していない事柄について、 購入者にとって不利益となる事象が発生しても、 県
　 　 はその責任を負いません。

周

辺

環

境

確認していない。

確認していない。

確認していない。

確認していない。

  地域及び近隣の状況（ 物的及び人的） については調査していない。
  地域及び近隣の申し合わせ事項（ 約束ごと） については確認していない。

確認していない。

確認していない。

２ 物件状況確認書（ 告知書）

状   況

土

地

  境界確定済み。 越境物無し。

  不明　 （ 益田高等学校寄宿舎以外の用途での使用履歴は不明です。 ）

　 本物件の地盤・ 地耐力調査は行っていません。 県は現状有姿のままで買受人に引き渡
すものとし、 調査を要する場合には買受人の責任と負担において、 これを行うこととし
ます。

　 本物件には、 昭和４ ４ 年３ 月から平成９年３月まで、 島根県立益田高等学校の寄宿舎
が建っていました。 建物は８ 棟あり、 木造平家又は２階建の建物でした。 （ 別紙「 益田
高等学校七尾寮配置図」 参照。 ）
　 平成９年３ 月に解体撤去しましたが、 撤去工事の際の、 建物基礎の扱いについては不
明です。
　 また、 建物に杭基礎があったか、 杭基礎があった場合撤去工事でどのように扱ったか
も、 不明です。
　 令和２年３ 月、 益田川防災安全交付金（ 総流防） 河川リフレッシュ工事による発生土
搬入の際に、 寄宿舎建物があったあたりをバックホーで試掘してもらいましたが、 建物
基礎の残存物は発見されませんでした。
　 その他、 地下埋設物調査は実施していません。
　 本物件内には、 擁壁、 排水路、 集水桝、 出入口部分の舗装が残存します。 県は本物件
を現状有姿のままで買受人に引き渡すものとし、 残存物の撤去、 修理・ 補修を要する場
合には、 買受人の責任と負担において、 これを行うものとします。



令和　 　 年　 　 月　 　 日

本物件の条件が上記のとおりであることを売主は、 買主に告知しました。

【 売主】 松江市殿町１ 番地　 　 　 　 　 　 　 　 島根県　 　 　 島根県知事　 丸山　 達也
上記のとおり、 売主より告知を受けました。

【 買主】 住所　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 氏名 印



入 札 参 加 案 内

（ 一般競争入札による島根県有地売却のご案内）

物 件 名 元益田高等学校（ 寄宿舎）

所 在 益田市多田町８１ 番１

面 積 土地 ２ ５ ５ ７㎡（ 公簿）
２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

予定価格 金 ７ ， ９３ ０ ， ０ ００ 円
（ 最低入札価格）

入 札 日 令和２ 年１ ２ 月２ ３ 日

（ 入札参加申込期限 令和２ 年１ ２ 月１ ５日）

【 申込み・ 問い合わせ先】

島根県総務部管財課 財産活用推進室 公有財産グループ
〒６ ９ ０ －８ ５ ０ １ 島根県松江市殿町１ 番地

Ｔ ＥＬ ： ０ ８ ５ ２ －２ ２ －６ ４ １ ６

Ｆ ＡＸ ： ０ ８ ５ ２ －２ ２ －６ ０ ３ ７

令和２ 年１ １ 月１ ７ 日
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１ 物件

（ １ ） 物件

【 土地】

所 在 地 地 目 面積（ 公簿・ 実測）

益田市多田町８ １ 番１
学校用地（ 公簿）

宅地見込地（ 現況）

２ ５ ５ ７ ㎡（ 公簿）

２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

（ ２ ） 物件の概要及び状況

① 物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） に記載のとおりです。

② 物件概要は、 買受け希望者が物件の概要を把握するための資料です。

物件の詳細については、買受け希望者ご自身において、現地及び諸規制について

の調査及び確認を行ってく ださい。

③ 物件への建物の建築、 増築等について、 物件概要及び物件状況確認書（ 告知書）

に記載のほか法的規制の詳細は、購入後の利用目的に応じて管轄官公署等に確認

してく ださい。

④ 購入後の物件利用に当たっての諸規制等については、 購入後の利用目的に応じ、

管轄官公署等に確認してく ださい。

⑤ 落札者には、契約に先立って物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） に、当該告

知を受けた旨署名又は記名・ 押印していただく 必要があります。

（ ３ ） 物件にかかる調査及び確認等について

この入札を実施するにあたって物件に係る調査及び確認等（ 入札関係書類に記載

するための調査及び確認等） を行っておりますが、 当該調査及び確認等は島根県

総務部管財課の担当職員が行いました。 島根県に属する他の職員まで含むもので

はありませんので、 ご留意く ださい。

（ ４ ） 入札関係書類の記載内容等について

入札関係書類には、 調査及び確認等を行った者が把握している事項について記載

しています。

これら書類において、 不明としている事項、 調査していないとしている事項、 確

認していないとしている事項、 購入者において確認をお願いしている事項、 又は

検証していないとしている事項等について、 購入後に、 購入者にとって不利益と

なる事象が発生しても、 県はその責任を負いませんので、 ご留意く ださい。

（ ５ ） 入札物件の引き渡しについて

入札物件は、 現状有姿で引き渡します。

入札実施にあたって、 県において把握していないため、 あるいは認識が及ばなか

ったため、 入札関係書類に記載していない事柄について、 購入後に入札参加者に

とって不利益となる事象が発生しても、 県はその責任を負いませんので、 ご留意

く ださい。 （ 契約書（ 案） において、 県は物件が種類または品質に関して契約内

容に適合しないこと（ 以下、 「 契約不適合」 という。 ） による責任を負わない定

めとしています。 ） 入札参加者において事前に現地を確認してく ださい。
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２ 入札参加希望者が行う物件の調査について

（ １ ） 入札参加の検討にあたって、 物件を調査することができます。

地下埋設物調査及び地盤調査等並びに建物を売却する場合にあっては建物の耐震

性能等の調査（ 購入後に必要なリフォームに係る調査等を含む。 ） を希望される

方は、 ご連絡く ださい。

当該調査については、 以下により受け入れますので、 ご承知く ださい。

① 調査日、 調査内容（ 例 地盤調査、 リフォーム費用の見積り等） 及び調査方法

（ 例 画地の東側で貫入調査を行う、 畳をあげて床を調べる等。 ） について、

県と協議し、 県の承諾を得たうえで調査を行ってく ださい。

② 調査は、 周辺土地、 建物、 居住者、 通行人等に影響の無い方法で実施してく だ

さい。

なお、調査により、周辺土地、建物、居住者、通行人等に損害を与えた場合は、

調査を行った者がその責任を負うことをご承知く ださい。

③ 調査後は、 物件を原状回復してく ださい。 なお、 原状に回復できない調査は、

承諾しません。

（ ２ ） 調査結果を、県に情報提供してく ださい。（ 文書情報及び画像情報による。ただ

し、軽易なことは口頭によることができます。軽易であるかの判断は県において

行います。 ）

県に提供された情報は、 次のとおり取り扱いますので、 ご承知く ださい。

① 原則として、入札設定日時より後に、県の事務処理上（ 当該情報の開示を含む。）

利用します。

② ただし、 物件の瑕疵と判断される情報、 及び物件に関し買受者に不利益である

と判断される情報は、 入札設定日時前であっても当該情報を開示します。 （ 当

該判断は県において行います。 ）

（ ３ ） 調査をされる方以外の入札参加者へ

県は、入札参加希望者が物件の調査を行い、その結果について情報提供を受けた

場合、 上記（ ２ ） のとおり取り扱いますので、 その旨ご承知く ださい。

３ 入札事前説明会

入札に先立ち、 現地の状況や境界等の説明及び入札手続き等の説明を現地にて行い

ます。

入札事前説明会に参加を希望される場合、 前日の正午までに島根県総務部管財課財

産活用推進室公有財産グループ（ TEL 0852-22-6416） まで、 ご連絡く ださい。 参加

者があることを確認したうえで説明会を開催します。

そのうえで、 次の日時に直接現地へお越しく ださい。

日 時

令和２ 年１ ２ 月１ 日（ 火） １ ４ 時０ ０ 分～

（ 現地説明の後、 会場で説明）

益田合同庁舎 第４ 会議室

（ 益田市昭和町１ ３ －１ ）
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注１ 入札事前説明会に参加されることが入札参加要件ではありませんが、 参加さ

れなかったことによる不利益は入札参加者に帰します。

注２ 今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては日程を変更する可能性

があります。

４ 入札参加申込み

（ １ ） 入札参加資格

個人、 法人を問わず、 どなたでも入札に参加することができます。

ただし、 次に掲げる事項に該当する方は参加できません。

① 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

② 地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の４ 第２ 項各号の規定

のいずれかに該当すると認めたときから３ 年を経過しない者、 また、 その者を代

理人、 支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。

③ 島根県税（ 個人の県民税及び地方消費税を除く 。 ） について未納の徴収金（ 納期

限が到来していないものを除く 。 ） がある者。

④ 消費税及び地方消費税について未納の税額（ 納期限が到来していないものを除

く 。 ） がある者。

⑤ 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ３ ８ 条の３ の規定に該当する者。

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３ 年法律第７ ７ 号） 第２

条第２ 号から第４ 号及び第６ 号の規定に該当する者。

⑦ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（ 平成１ １ 年法律第１ ４ ７

号） 第５ 条に規定する観察処分を受けた団体。

⑧ 入札参加に関して、 県から指名停止の措置を受け、 入札日においてその措置の期

間が継続中の者。

（ ２ ） 入札参加申込み

入札に参加を希望される方は、 事前の申込みが必要です。

以下の期限までに郵送または持参にて以下の①～⑤の書類を提出してく ださい。

入札参加申込期限 提出先

令和２ 年１ ２ 月１ ５ 日（ 火）

１ ７ 時１ ５ 分 必着

〒690-8501

島根県松江市殿町１ 番地（ 島根県庁４ 階）

島根県総務部管財課 財産活用推進室

公有財産グループ

【 提出書類】

① 入札参加申込書

② 【 個人】 本籍地の市町村長が発行する身分証明書

（ 提出日の３ ヶ月以内に交付された原本）

【 法人】 法務局が発行する現在事項全部証明書

（ 提出日の３ ヶ月以内に交付された原本）

③ 島根県の各県民センター所長又は隠岐支庁長が発行する「 未納の徴収金（ 納期限
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が到来していないものを除く 。） がない旨の証明書」 （ 提出日の３ ヶ月以内に交

付された原本）

④ 納税地を所管する税務署長が発行する「 未納の消費税額及び地方消費税額がない

旨の証明書」 （ 提出日の３ ヶ月以内に交付された原本）

⑤ 入札参加資格に関する誓約書

法人用の誓約書においては、 全ての法人役員（ 現在事項全部証明書に記載されて

いる全ての役員） の氏名及び生年月日を記載してく ださい。

入札参加申込後、 暴力団該当性について島根県警察本部に照会します。 県を挙げ

ての暴力団追放の取り組みですのでご承知く ださい。

注 共同で買受けされる場合は、 「 代表者選任届」 により共同買受けの代表者を

選任し、 代表者の名前で入札参加申込書を作成してく ださい。 この場合、 ②

～⑤の書類は共同買受人すべての方について必要となります。

（ ３ ） 代理人による入札

入札は、 原則として入札参加申込みをされた方（ 法人の場合は代表者） に出席し

ていただきます。

入札参加申込者が入札当日に都合が悪い場合は、 委任状を提出することにより代

理人が出席することができます。

入札参加申込者が法人で、 従業員の方等が入札に出席される場合は、 当該従業員

の方等への委任状が必要です。

代理人が入札に出席される場合は、 入札までに委任状を提出してく ださい。

（ ４ ） 入札参加申込者数について

入札参加申込者数について県に問い合わせがあった場合、 照会された時点の申込

者数を回答します。

（ ５ ） 入札参加を取り止める場合

入札参加申込み後、参加を取り止める場合、入札参加辞退届を提出してく ださい。

電話等で辞退の連絡があっても、 入札参加辞退届が提出されるまでは入札に参加

されるものとして入札準備をします。

なお、 入札参加を辞退されても、 そのことで入札参加者に不利益となることはあ

りません。 （ ただし、 入札参加申込みに要した費用の補償はありません。 ）

５ 入札

（ １ ） 入札日時及び会場

入札の日時及び会場は以下のとおりです。

なお、 当日は、 入札に先だって入札保証金の収受を行います。

入札日時の３ ０ 分前に入札控室にお越しく ださい。

入札日時 入札会場

令和２ 年１ ２ 月２ ３ 日（ 水）

１ ４ 時０ ０ 分～

益田合同庁舎第３ 会議室

（ 益田市昭和町１ ３ －１ ）

※入札控室 第４ 会議室
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注１ 入札保証金の収受に時間がかかった場合は、 収受を了してから入札を開始

します。 （ 入札開始時間を繰り下げます。 ）

注２ 入札開始間際に会場に来られた方（ 入札参加申込みを済ませた方に限る。）

について

入札執行者が入札開始を宣するまでに会場に来られた方については、 入札

参加を認めます。 その場合は、 その方の入札保証金収受に要する時間だけ

入札開始時間を繰り下げます。 （ 繰り下げ後の開始間際に来られた方があ

る場合も同様の対応とします。 ）

注３ その他、 入札執行者の判断により、 入札開始時間を繰り下げる場合があり

ます。

注４ 今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては日程を変更する可能

性があります。

（ ２ ） 入札回数

入札回数は１ 回のみです。

入札価格が同額の場合は、 く じ引きによります。

（ ３ ） 入札に必要なもの

入札参加者は、 入札当日に以下のものを必ず持参してく ださい。 必要な書類等の

提出がない場合には入札に参加できません。

① 入札書（ 代理人による入札の場合は「 代理人による入札用」 の入札書としてく だ

さい。 ）

② 代理人による入札の場合は委任状（ 入札前に提出）

③ 入札書に押印する印鑑（ 入札参加申込書と同じ印鑑。ただし、代理人による入札

の場合は委任状の受任者の印鑑。 ）

④ 入札書を入れるための封筒１ 通

⑤ 入札保証金

（ ４ ） 入札保証金

入札金額の１０ ０分の５ 以上の現金、 または銀行が振出し、 若しく は支払保証を

した小切手を、 入札当日の入札開始前に納付または提供してく ださい。

落札者の入札保証金は契約保証金の一部に充当し、 落札者以外の入札保証金は入

札終了後に返還します。

注１ 小切手の場合は、 入札会場の所在する市町村内の店舗を支払地としてく だ

さい。 受取人については、 持参人払いとしてく ださい。

注２ 入札参加者は入札保証金の２ ０ 倍までの額しか入札書に記載することがで

きませんのでご注意く ださい。 ２ ０ 倍を超える額を記載すると当該入札参

加者の入札は無効となります。

（ ５ ） その他

入札書及び委任状（ 代理人による入札の場合） は、 別添の用紙に万年筆又はボー

ルペンで記入してく ださい。 特に入札金額は分かりやすく 記入し、 金額を書き誤
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った場合は、 訂正せず書き直してく ださい。

また、 記名・ 押印（ 法人の場合は代表取締役の職印、 代理人による入札の場合は

委任状の受任者印と入札書の印が同一であること） が正しく 行われているか確認

してく ださい。

入札参加申込書、 委任状及び入札書等に押印された印影が繋がらない場合は、 運

転免許証等の公的証明書等により、 本人確認等させていただく 場合があります。

（ ６ ） 落札者の決定

入札終了後、 即時開札し、 予定価格以上の価格であって最高価格を入札され

た方を落札者とします。

６ 入札にあたって付す条件

入札に参加される方は、 物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） 、 入札参加案内の

内容並びに県有財産売買契約書（ 案） を承諾されたものとみなします。

７ 契約について

（ １ ） 契約手続

① 落札された方は、 落札決定の日から７ 日以内（ 落札日は不算入。 ） に、 契約保

証金を納付し、 県と売買契約を締結しなければなりません。

② 契約保証金

売買契約を締結する際には、 契約保証金（ 契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上に相

当する金額の現金） を納付していただきます。

ただし、 入札保証金を契約保証金に充当することが可能です。

契約保証金の納付をもって、 契約締結となります。 （ 契約保証金納付日が契約

日となります。 ）

契約保証金は、 県が発行する納入通知書により納付してく ださい。

納入通知書は、 入札日の翌開庁日に発行し郵送します。 （ 落札者へ納入通知書

が到達してから納入期限まで短いですのでご留意く ださい。なお、落札決定後、

即日、 現金又は小切手で納付することもできます。 ） ７ 日以内に契約保証金を

納付されない場合（ 契約されない場合） は、 落札は効力を失い、 契約できなく

なります。 この場合、 入札保証金はお返しいたしません。

③ 物件概要及び物件状況確認書（ 告知書）

落札された方には、契約に先立って物件概要及び物件状況確認書（ 告知書） に、

当該告知を受けた旨署名又は記名・ 押印していただく 必要があります。

④ 契約書

契約保証金納付後、 契約書を作成し、 双方が署名又は記名、 押印します。

双方が署名又は記名、 押印した契約書を、 すみやかに取り交わす必要がありま

すので、 ご対応をお願いします。

なお、 県が保有する契約書（ 落札者が発行する契約書） に貼付する印紙代は落

札された方のご負担となります。

落札者が保有する契約書（ 県が発行する契約書） には印紙は貼付しません。

売買契約は、 落札された方の名義で締結します。 したがって、 共同で買受けさ
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れる方は、 共同買受け人すべての方の名義で締結することとなります。

８ 契約条項について

（ １ ） 契約条項

別添 県有財産売買契約書（ 案） に記載するとおり。

（ ２ ） 物件引き渡しまでの危険負担

契約締結時（ 契約保証金納付時） から物件の所有権移転時（ 残代金の納付時と同

時に物件引き渡しとなる。 ） の間、 双方の責任に帰することができない理由で、

物件が滅失又はき損した場合、 契約を解除することができます。

（ ３ ） 契約不適合責任

県は、 物件の契約不適合責任を負わない定めとしています。

購入後の物件の不具合、 物件利用に係る損害発生について、 県は責任を負いませ

ん。 （ ただし、 消費者契約法（ 平成１ ２ 年法律第６ １ 号） 第２ 条第１ 項に規定す

る消費者である場合は、 別途規定有。 詳細は契約書参照。 ）

このことは、 落札額の多寡によりません。 （ いく ら高額で落札されても、 このこ

とについて県は責任を負いません。 ）

なお、 入札参加をお考えの方は、 検討にあたって、 物件を事前に調査することが

できます。

地下埋設物調査及び地盤調査等並びに建物を売却する場合にあっては建物の耐震

性能等の調査（ 購入後に必要なリフォームに係る調査等を含む。 ） を希望される

方は、 ご連絡く ださい。

（ ４ ） 契約後１ ０ 年間の用途制限があります。

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３ 年法律第７ ７ 号） 第２

条第２ 号から第４ 号及び第６ 号の規定に該当する方の事務所、 住宅又はこれらに

類するものの用途に供してはならないこと。

② 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（ 平成１ １ 年法律第１ ４ ７

号） 第５ 条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はこれらに類するものの

用途に供してはならないこと。

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（ 昭和２ ３ 年法律第１ ２ ２ 号）

第２ 条第１ 項に規定する風俗営業及び同条第５ 項に規定する性風俗関連特殊営業

その他これらに類する業の用途に供してはならないこと。

④ 上記①から③までに掲げる用途に供するおそれのある第三者へ譲渡し、 又は貸

付けてはならないこと。

（ ５ ） 契約後、 契約者が契約書に規定する義務を履行しない場合は、 売買契約を解除す

る場合があります。

９ 売買代金の納入

（ １） 売買代金（ 契約締結の際に納付された契約保証金を売買代金の一部に充当し、 そ

の残金。 ） は、 県が発行する納入通知書により納付していただきます。

（ ２ ） 納入期限については、 契約締結前に落札された方と協議しますが、 おおむね契約
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締結日から２ ヶ月以内とします。

（ ３） 売買代金が納入期限内に納付されない場合は、売買契約を解除します。この場合、

契約保証金は違約金として県に帰属することとなり、 お返しいたしません。

（ ４ ） 契約保証金は、 その受入れ期間について利息を付けません。

１ ０ 所有権の移転及び登記について

所有権は、 売買代金が完納された時に、 県から買受人へ移転し、 物件を現況のま

ま引渡します。

所有権の移転登記は、 売買代金の完納が確認された後、 県において嘱託します。

登記嘱託に係る手数料は不要ですが、 所有権移転登記に係る登録免許税は落札さ

れた方の負担となります。

なお、 共同買受け人すべての方の名義で売買契約を締結した物件については、 共

有名義で所有権移転登記を行ないます。

１ １ 物件引渡しについて

物件は現状有姿で引渡します。 （ 現況と図面等が相違している場合は、 現況を優

先します。 ）

１ ２ 物件引渡し後について

（ １ ） 水道に関する給水装置の修理や配管の移設等、 並びに公共下水道に関する汚水桝

の修理及び排水管の移設、 その他公共下水道がない場合の浄化槽設置等に要する

費用は、 県では負担しません。

上下水道、 電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合に、 既

存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、 県で

は、 補修や引込み工事等の実施、 これらに必要な費用の負担、 供給処理施設への

負担金の支出及びそれらの手続きは、 行ないません。

建築関係機関及び供給処理施設の管理者等にお問合せのうえ、 買受け人において

対応してく ださい。

（ ２ ） 立木の伐採、 雑草の草刈り、 切り株の除去、 フェンス・ 囲障・ 擁壁・ 井戸等、 地

上・ 地下・ 空中工作物の補修・ 撤去等の負担及び調整は、 物件敷地の内外及び所

有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、 県では行ないません。

１ ３ 入札情報の開示等について

入札結果に関する事項について、 県に問い合わせがあった場合は、 落札金額及び

落札者（ 所有権移転登記完了までは法人であるか個人であるかについてのみ。 所

有権移転登記完了後は法人名、 個人名まで。 ） を回答します。

なお、 入札後の契約事務及びその他の物件引き渡し事務等において、 落札者の実

名をあげて手続きする場合がありますので、 ご承知く ださい。

１ ４ その他

不動産の取引・ 所有に係る税については、入札参加者において確認してく ださい。



入 札 参 加 申 込 書

令和 年 月 日

島根県知事 様

住 所

（ ふりがな）

氏 名 印

Ｔ ＥＬ

下記の島根県有財産売却に係る一般競争入札に参加したいので、 必要書類を添えて申

し込みます。

記

物 件

物件名 元益田高等学校（ 寄宿舎）

所 在 益田市多田町８ １ 番１

面 積 ２ ５ ５ ７ ㎡（ 公簿）

２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

注１ 法人の場合は、法人の本店所在地、法人名、代表者氏名を記載し、代表者印を押印してく ださ

い。

注２ 複数の方が共同で買受けされる場合は「 代表者選任届」 を添付のうえ、代表者の名前で入札参

加申込を行ってく ださい。

提出先

〒６ ９ ０ －８５ ０ １

島根県松江市殿町１ 番地

島根県総務部管財課 財産活用推進室 公有財産グループ

Ｔ ＥＬ ： ０ ８ ５ ２ －２ ２ －６ ４ １ ６



代 表 者 選 任 届

令和 年 月 日

島根県知事 様

私達は、 下記物件を共同買受けするため、 代表者と し て、

住 所

（ ふり がな）

氏 名

を選任し 、 入札に関する一切の行為を代表さ せます。
なお、 債務は各自連帯し て負担し ます。

記
１ 共同買受けし よう と する物件

物件名 元益田高等学校（ 寄宿舎）

所 在 益田市多田町８ １ 番１

面 積 ２ ５ ５ ７ ㎡（ 公簿）

２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

２ 共同買受け人

（ 代表者） 住 所

氏 名 印

Ｔ Ｅ Ｌ

住 所

氏 名 印

Ｔ Ｅ Ｌ

住 所

氏 名 印

Ｔ Ｅ Ｌ



（ 個人用）

入札参加資格に関する誓約書

私は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３ 年法律第７

７ 号） 第２ 条第２ 号から第４ 号及び第６ 号の規定に該当する者でないこと を誓約

し ます。

令和 年 月 日

住 所

（ ふり がな）

氏 名 ㊞

島根県知事 様

注１ 印影は、 入札参加申込書の印影と 同一のものを使用し てく ださ い。

注２ 共同買受けする場合は、 買受人ごと に提出し てく ださ い。



（ 法人用）

入札参加資格に関する誓約書

当法人及び当法人の役員は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（ 平成３ 年法律第７ ７ 号） 第２ 条第２ 号から第４ 号及び第６ 号の規定に該当する

ものでないこと を誓約し ます。

令和 年 月 日

法人所在地

法人名及び代表者名（ ふり がな）

㊞

法人役員名及び生年月日

（ ふり がな）

氏 名 生年月日

（ ふり がな）

氏 名 生年月日

（ ふり がな）

氏 名 生年月日

（ ふり がな）

氏 名 生年月日

島根県知事 様

注１ 法人代表者の印影は、 入札参加申込書の印影と 同一のものを使用し てく ださ い。

注２ 法人役員は、法人名の欄に代表者と し て記載さ れた方も重ねて記載し 、取締役、理事

等のほか監査役等全部事項証明書に記載さ れた全ての役員について記載し てく ださ い。

生年月日は「 S○○. □□. △△」 のよう に略記さ れて構いません。

役員欄が不足する場合は、 別葉（ この様式のコピーを使用し てく ださ い。 ） に記載

し てく ださ い。



委 任 状

令和 年 月 日

島根県知事 様

（ 委任者）

住 所（ 法人の場合は所在地）

（ ふり がな）

氏 名（ 法人の場合は法人名及び代表者名）

印

私は、 次の者を代理人と 定め、 下記事項の権限を委任し ます。

（ 受任者）

住 所

（ ふり がな）

氏 名 印

記

島根県有財産（ 元益田高等学校（ 寄宿舎） 【 益田市多田町８ １ 番１ 】 ） 売却の

入札に関する一切の権限

注１ 委任者欄

① 土地等を購入さ れる方（ 入札参加申込書に記載さ れた方） の住所及び氏名を記入し 、

押印し てく ださ い。

② 委任者の印影は、 入札参加申込書の印影と 同一のものを使用し てく ださ い。

入札参加申込書と 印影が繋がらない場合は、 委任の有無について確認さ せていただ

く 場合があり ます。

③ 法人の場合で、 入札参加申込書に記載さ れた法人代表者以外の方が入札会場へ来場

さ れると きは、 当該代表者から入札会場へ来場さ れる方（ 個人） への委任状が必要

です。

注２ 受任者欄

土地等を購入さ れる方（ 入札参加申込書に記載さ れた方） に代わって、 入札会場へ

来場さ れる方（ 個人） の住所及び氏名を記入し 、 押印し てく ださ い。



入 札 書

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

ただし、 元益田高等学校（ 寄宿舎）

益田市多田町８ １ 番１

面積 土地 ２ ５ ５ ７ ㎡（ 公簿）

２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

上記のと おり 、 島根県会計規則（ 昭和３ ９ 年島根県規則第２ ２ 号） その他現地

等を承知のう え入札し ます。

令和 年 月 日

島根県知事 様

住 所

（ ふり がな）

氏 名 印

注１ 入札金額の記載は算用数字を使用し 、 最初の数字の前に「 ￥」 を記入し てく ださ い。

注２ 印影は、 入札参加申込書の印影と 同一のものを使用し てく ださ い。

入札参加申込書と 印影が繋がらない場合は、運転免許証等公的証明書により 本人確認

さ せていただく 場合があり ます。

注３ 法人の場合は、 法人の本店所在地、 法人名、 代表者氏名を記載し 、 代表者印を押印し

てく ださ い。（ 当該代表者以外の方が入札会場へ来場さ れると きは、委任状により 委任

を受け、 代理人による入札用の入札書を使用し てく ださ い。 ）



入 札 書 （ 代理人による入札用）

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

ただし、 元益田高等学校（ 寄宿舎）

益田市多田町８ １ 番１

面積 土地 ２ ５ ５ ７ ㎡（ 公簿）

２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

上記のと おり 、 島根県会計規則（ 昭和３ ９ 年島根県規則第２ ２ 号） その他現地

等を承知のう え入札し ます。

令和 年 月 日

島根県知事 様

委任者 住所（ 法人の場合は所在地）

氏名（ 法人の場合は法人名及び代表者名）

代理人 住 所

（ ふり がな）

氏 名 印

注１ 入札金額の記載は算用数字を使用し 、 最初の数字の前に「 ￥」 を記入し てく ださ い。

注２ 委任者欄 委任状に記載さ れた委任者の住所及び氏名を記入し てく ださ い。（ 押印は

不要です。 ）

注３ 代理人欄 受任者（ 委任状に記載さ れた受任者） の住所及び氏名を記入し 、押印し て

く ださ い。

印影は、 委任状に押印し た受任者の印影と 同一のものを使用し てく ださ

い。

委任状と 印影が繋がらない場合は、運転免許証等公的証明書により 本人確

認さ せていただく 場合があり ます。



入 札 参 加 辞 退 届

令和 年 月 日

島根県知事 様

住 所

（ ふり がな）

氏 名 印

Ｔ Ｅ Ｌ

下記の島根県有財産売却に係る入札参加申込書を提出し まし たが、 参加を辞退

し ますので届出ます。

記

物 件

物件名 元益田高等学校（ 寄宿舎）

所 在 益田市多田町８ １ 番１

面 積 ２ ５ ５ ７ ㎡（ 公簿）

２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

注１ 法人の場合は、 法人の本店所在地、 法人名、 代表者氏名を記載し 、 代表者印を押印し

てく ださ い。

注２ 複数の方が共同で買受けさ れる場合で「 代表者選任届」 を提出さ れていると きは、 代

表者の方が辞退届を提出し てく ださ い。

提出先

〒６ ９ ０ －８ ５ ０ １

島根県松江市殿町１ 番地

島根県総務部管財課 財産活用推進室 公有財産グループ

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ８ ５ ２ －２ ２ －６ ４ １ ６



県 有 財 産 売 買 契 約 書（ 案）

売主島根県（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 買主 （ 以下「 乙」 と いう 。 ） と は、

次の条項により 県有財産の売買契約を締結する。

（ 目的）

第１ 条 甲は、 その所有する次の県有財産（ 以下「 物件」 と いう 。 ） を乙に売り 渡し 、

乙は、 これを買い受けるものと する。

土地

所 在 地 地 目 面積（ 公簿・ 実測）

益田市多田町８ １ 番１
学校用地（ 公簿）

宅地見込地（ 現況）

２ ５ ５ ７ ㎡（ 公簿）

２ ５ ５ ７ ． ５ １ ㎡（ 実測）

（ 売買代金）

第２ 条 物件の売買代金（ 以下「 代金」 と いう 。 ） は金 円と する。

（ 契約保証金）

第３ 条 乙は、 この契約締結と 同時に、 契約保証金と し て金 円を甲に納

付し なければならない。

２ 既納の入札保証金 円は、 前項の契約保証金の一部に充当するもの

と する。

３ 第１ 項に規定する契約保証金には、 利息を付さ ないものと する。

４ 甲は、 乙が次条に規定する義務を履行し たと きは、 第１ 項に規定する契約保証金を

代金の一部に充当する。

５ 乙が次条に規定する義務を履行し ないと きは、 第１ 項に規定する契約保証金は、 甲

に帰属するものと する。

（ 代金の納付）

第４ 条 乙は、 代金と 前条に規定する契約保証金と の差額、 金 円を

令和 年 月 日までに甲の発行する納入通知書により 甲に納付し なければなら な

い。

（ 所有権の移転および登記の嘱託）

第５ 条 物件の所有権は、 乙が代金を完納し たと きに、 乙に移転するものと する。

２ 乙は、 物件の所有権が移転し たと きは、 当該所有権の移転登記に必要な書類を甲に

提出し 、 甲は、 すみやかに当該所有権の移転登記を登記所に嘱託するものと する。

（ 物件の引渡し ）

第６ 条 物件は、 所有権移転と 同時に甲から乙に対し 引き渡さ れたものと する。

（ 双方の責めに帰すこと ができない事由による履行不能）

第７ 条 甲および乙は、 この契約締結のと きから、 物件の所有権の移転のと きまでの間

において、 物件が甲および乙の責に帰すること ができない理由により 滅失またはき損

し て本契約の履行が不可能と なったと き、 互いに書面により その相手方に通知し て、

本契約を解除すること ができる。

２ 前項によって本契約が解除さ れたと きには、 甲は乙に対し 、 契約保証金等を含め受

領済みの金員を無利息にて速やかに返却する。



( 契約不適合責任)

第８ 条 乙は、 民法および本契約の他の条項に関わらず、 引き渡さ れた物件が、 種類ま

たは品質に関し て契約内容に適合し ないこと（ 以下、 「 契約不適合」 と いう ） を理由

と し て、 履行の追完請求、 代金の減額請求、 損害賠償の請求および契約の解除をする

こと ができない。 ただし 、 甲の故意または重過失による債務不履行その他、 契約の趣

旨に照ら し 民法第１ 条第２ 項に規定する信義誠実の原則および公正取引に反すると

認められる事情があると きは、 この限り ではない。

２ 前項の規定にかかわらず、 乙が消費者契約法（ 平成 12 年法律第 61 号） 第２ 条第１

項に規定する消費者である場合は、 乙は契約不適合があった場合に、 乙がその不適合

を知った時から１ 年以内にその旨を甲に通知し たものに限り 、 履行の追完請求、 代金

の減額請求、 損害賠償の請求および契約の解除をすること ができる。

３ 前項での損害賠償の範囲は、 売買代金の額を限度と する。

（ 用途制限等）

第９ 条 乙は、 この契約締結の日から１ ０ 年を経過するまでの期間（ 以下「 指定期間」

と いう 。 ） 、 物件を次の各号に掲げる用途に供し てはならない。

（ １ ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３ 年法律第７ ７ 号） 第２

条第２ 号から第４ 号及び第６ 号の規定に該当する者の事務所、 住宅またはこれらに

類するものの用途

（ ２ ） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（ 平成１ １ 年法律第１ ４ ７

号） 第５ 条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はこれらに類するものの用

途

（ ３ ） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（ 昭和２ ３ 年法律第１ ２ ２ 号）

第２ 条第１ 項に規定する風俗営業および同条第５ 項に規定する性風俗関連特殊営業

その他これらに類する業の用途

２ 乙は、 指定期間が満了するまでは、 物件を前項各号の用途に供するおそれのある第

三者へ譲渡し 、 または貸付けてはならない。

（ 実地調査等）

第１ ０ 条 甲は、 前条の指定期間が満了するまでは、 物件について随時調査し 、 または

乙に対し 、 必要な報告を求めること ができる。

２ 乙は、 前項の規定による甲の調査を拒み、 もし く は妨げ、 または同項の報告を怠っ

てはならない。

（ 違約金）

第１ １ 条 乙は、 第９ 条または前条第２ 項に規定する義務に違反し たと きは、 次に定め

る額を甲に違約金と し て納付し なければならない。

（ １ ） 第９ 条に規定する義務に違反し たと きは、 代金の３ ０ パーセント に相当する額

（ ２ ） 前条第２ 項に規定する義務に違反し たと きは、 代金の１ ０ パーセント に相当する

額

２ 前項に規定する違約金は、 違約罰であって、 第１ ５ 条に規定する損害賠償またはそ

の一部と 解釈し ないものと する。

（ 契約の解除）

第１ ２ 条 甲は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 何らの催告をすること なく 、

この契約の全部または一部を解除すること ができる。

（ １ ） 乙が第９ 条および第１ ０ 条第２ 項に違反する場合その他この契約による義務を履

行し ないと き。

（ ２ ） 甲が義務の全部または一部の履行が不能であると き。



（ ３ ） 乙がその義務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示し たと き。

（ ４ ） 前各号に掲げる場合のほか、 契約の目的を達すること ができないと 認められると

き。

（ ５ ） 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３ 年法律第 77 号）

第２ 条第６ 号に規定する暴力団員（ 以下「 暴力団員」 と いう 。 ） であると き、 ま

たは同条第２ 号に規定する暴力団若し く は暴力団員と 密接な関係を有する者を

経営に関与さ せていると き。

（ 返還金等）

第１ ３ 条 甲は、 解除権を行使し たと きは、 乙が支払った代金を返還する。 ただし 、 当

該返還金には利息を付さ ないものと する。

２ 甲は、 解除権を行使し たと きは、 乙の負担し た契約の費用は返還しない。

３ 甲は、 解除権を行使し たと きは、 乙が支払った違約金および乙が物件に支出し た必

要費、 有益費その他いっさ いの費用は償還し ない。

（ 乙の原状回復義務）

第１ ４ 条 乙は、 甲が第１ ２ 条の規定により 解除権を行使し たと きは、 甲の指定する期

日までに物件を原状に回復し て返還し なければならない。 ただし 、 甲が物件を原状に

回復さ せること が適当でないと 認めたと きは、 現状のまま返還すること ができる。

２ 乙は、 前項ただし 書の場合において、 物件が滅失またはき損し ていると きは、 その

損害賠償と し て、 契約解除時の時価により 減損額に相当する金額を甲に納付し なけれ

ばならない。

３ 乙は、 第１ 項の規定により 、 物件を甲に返還すると きは、 同時に物件の所有権移転

登記承諾書を甲に提出し なければならない。

（ 損害賠償）

第１ ５ 条 甲は、 乙がこの契約に規定する義務を履行し ないため損害を受けたと きは、

その損害の賠償を請求すること ができる。

（ 返還金の相殺）

第１ ６ 条 甲は、 第１ ３ 条第１ 項の規定により 代金を返還する場合において、 乙が第１

１ 条に規定する違約金または第１ ４ 条第２ 項もし く は前条に規定する損害賠償金を甲

に支払う べき義務があると きは、返還する代金と これらの全部または一部と 相殺する。

（ 登記の費用）

第１ ７ 条 物件の所有権の移転登記に要する費用は、 乙の負担と する。

（ 契約の費用）

第１ ８ 条 この契約の締結および履行に必要ないっさ いの費用は、 すべて乙の負担と す

る。

（ 疑義の決定等）

第１ ９ 条 この契約書の各条項の解釈について疑義を生じ たと き、 またはこの契約書に

規定し ない事項については、 甲乙協議のう え定めるものと する。

この契約の締結を証するため、 本書２ 通を作成し 、 甲および乙記名押印のう え、 各

自１ 通を保有するものと する。



令和 年 月 日

（ 甲） 売 主 島根県松江市殿町１ 番地

島根県

島根県知事 丸山 達也

（ 乙） 買 主 住所

氏名

















撮影日：令和２年１０月

接道（南側より撮影）

接道（北側より撮影）



集水桝

物件と多田川（南側から撮影）



物件進入路部分

物件を南西より撮影



物件を南東より撮影

物件を北西より撮影



物件を北東より撮影

画地内樹木①（低木）



画地内樹木②



元益田高等学校（ 寄宿舎） 　 土砂災害警戒区域図

本物件




